
○
総
務
省
告
示
第
五
百
二
十
九
号

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
百
六
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
次

に
掲
げ
る
告
示
は
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
四
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

一

平
成
五
年
郵
政
省
告
示
第
百
二
十
七
号
（
郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
受
信
機
入
力
電
圧
の
値
を
定
め
る
件
）

二

平
成
六
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
九
十
二
号
（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
電

力
増
幅
器
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
空
中
線
電
力
を
切
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
接
続
時
に
電
力
増
幅
器
を

識
別
す
る
条
件
を
定
め
る
件
）


